
 

 

 別送書類 

電子申請によるデータ送信後、次に掲げる書類を各１部、提出期限までに郵送

又は持参してください。 

（１）共通審査自治体に提出する書類 

ア 法人の場合 

書類名 備考 

別送書類送付書［入札参

加資格申請：共通審査］ 

電子調達システム（物品等）から印刷したもの 

履歴事項全部証明書 法務局で発行 

納税証明書（国税） 

（未納の税額がないこと

の証明） 

税務署で発行。「法人税」及び「消費税及び地

方消費税」の納税証明書 その３の３ 

納税証明書（愛知県税） 

（未納の税額がないこと

の証明） 

愛知県の県税事務所で発行。「法人県民税」、

「法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特

別税」及び「自動車税種別割」の納税証明書 

愛知県内に事業所がない者等で納税証明書（愛

知県税）が発行されない場合は、「愛知県税の

納税義務がないことの申出書」を提出してくだ 

さい。書類は、電子調達システム（物品等）「 

手引書・書類」のページからダウンロードして

ください。 

 

※別送書類送付書以外の書類は、申請日（申請データ送信日）において発行

日から３か月以内のもの（鮮明であれば写しも可） 

 

イ 個人の場合 

書類名 備考 

別送書類送付書［入札参

加資格申請：共通審査］ 

電子調達システム（物品等）から印刷したもの 

身元（分）証明書 本籍地の市区町村で発行 

※日本国籍を有しない方は、在留カード又は特

別永住者証明書の写しを提出してください。

在留カード又は特別永住者証明書の裏面に住

宅地変更の旨の記載がある場合は裏面の写し

も提出してください。 



登記されていないことの

証明書（後見、保佐又は

補助を受けていないこと

の証明） 

全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課窓

口で発行（東京法務局では郵送申請による発行

も可能） 

※定時受付期間は、通常時より発行に時間がか

かることが予想されますので、早めに請求し

てください。 

納税証明書（国税） 

（未納の税額がないこと

の証明） 

税務署で発行。「申告所得税及び復興特別所得

税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明

書 その３の２ 

納税証明書（愛知県税） 

（未納の税額がないこと

の証明） 

愛知県の県税事務所で発行。「個人事業税」及

び「自動車税種別割」の納税証明書 

愛知県内に事業所がない者等で納税証明書（愛

知県税）が発行されない場合は、「愛知県税の

納税義務がないことの申出書」を提出してくだ

さい。書類は、電子調達システム（物品等）の

「手引書・書類」からダウンロードしてくださ

い。 

※別送書類送付書以外の書類は、申請日（申請データ送信日）において発行

日から３か月以内のもの（鮮明であれば写しも可） 

 

 安城市税の未納がないことについては、安城市が確認しますので、納税証明書の 

提出は必要ありません。電子調達システム（物品等）の納税確認画面で、安城市が 

納税状況を確認することに同意を選択してください。 

※安城市が納税状況を確認できなかった場合、納税証明書等納税状況が確認でき 

る書類の提出を求めることがあります。 

※納税証明書は、申請日（申請データ送信日）において発行日から３か月以内 

のもの（鮮明であれば写しも可） 

（２）提出期限 

ア 定時受付 

申請日（申請データ送信日）から７日以内必着（ただし、最終提出期限は、

令和８年２月２４日（火）必着） 

イ 随時受付 

申請日（申請データ送信日）から７日以内必着 

※上記ア又はイの提出期限となる日が平日以外の日に当たる場合は、その日 



後の最初の平日とします。 

（３）提出先 

ア 共通審査自治体 

共通審査自治体は、システムで自動的に決定されますので、申請データ送

信後、画面上で送付先を確認してください。 

イ 安城市 

〒４４６－８５０１ 

愛知県安城市桜町１８番２３号 安城市役所 総務部契約検査課 

  


